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千 歳 市 



千歳市新学校給食センター整備運営事業
実施方針 新旧対照表

No. 頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) 項目等 変更前 変更後

1 7 第1 1 (11)
事業スケジュール
（予定）

設計・建設期間
事業契約締結日～令和11年5月末日

設計・建設期間

事業契約締結日～令和11年6月中旬※1

※1　設計・建設期間は6月中旬迄の中
で、本施設の引渡し後、開業準備期間を
考慮したうえで、給食提供開始日に確実
に間に合う日程で事業者の提案とする。

2 7 第1 1 (11)
事業スケジュール
（予定）

給食提供開始日
令和11年8月中旬以降

給食提供開始日

令和11年8月中旬以降※2

※2　給食提供開始日は夏季休業後から
とする。令和11年度は8月20日（月）以降と
なることが想定される（8月20日（月）となっ
た場合でも給食提供開始できるスケ
ジュールを提案すること）。

3 11 第2 3 (2)
業務実施企業の参
加資格要件

代表企業、構成企業及び協力企業は、
本業務を適切に実施できる技術・知識
及び能力・実績・資金・信用等を備えた
企業でなければならない。

代表企業、構成企業及び協力企業は、千
歳市競争入札参加資格者名簿に登録が
あり、 本業務を適切に実施できる技術・知
識及び能力・実績・資金・信用等を備えた
企業でなければならない。

4 12 第2 3 (2) ② オ 建設業務を行う者
オ　平成28年4月以降に着手した学校給
食センターの施工実績を有しているこ
と。

（削除）

5 13 第2 3 (2) ⑤ イ
維持管理業務を行
う者

平成28年4月以降に着手した学校給食
センターの維持管理業務の実績を有し
ていること。

平成28年4月以降に着手した公共施設の
維持管理業務の実績を有していること。
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